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 土地改良法（昭和24年法律第19 5号）第18条第18項の規定により、香川町南部土地改良区から役員 

の退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和７年４月30日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 能祖 和仁   高松市香川町川東下93 7番地１        令和７年３月28日 

  〃   小原 輝昭   高松市香川町川東下1242番地         〃 

  〃   眞鍋 敬三   高松市香川町川東下1426番地         〃 

  〃   向井 知英   高松市香川町川東上2202番地２        〃 

  〃   山田 文男   高松市香川町川東上24番地１         〃 

  〃   土居 博    高松市香川町川東上99 5番地１        〃 

  〃   土居 昭敏   高松市香川町川東上98 1番地１        〃 

  〃   楠  敏幸   高松市香川町川東上1172番地１        〃 

  〃   中妻 富男   高松市香川町川東上71 7番地         〃 

  〃   赤松 貞廣   高松市香川町川内原73 0番地１        〃 

  〃   三好 義夫   高松市香川町川内原1393番地         〃 

  〃   松尾 博隆   高松市香川町安原下第３号1881番地      〃 

〃   松浦 宏二   高松市香川町安原下第１号171番地      〃 

  〃   馬場 彰文   高松市香川町東谷60番地           〃 

  〃   松浦 秀明   高松市香川町東谷846番地          〃 

監 事 井口 貞夫   高松市香川町川東上1444番地２        〃 

  〃   赤松 孝    高松市香川町川内原759番地         〃 

  〃   谷井 浩    高松市亀田町393番地４           〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 能祖 和仁   高松市香川町川東下937番地１        令和７年３月29日 

  〃   小原 輝昭   高松市香川町川東下1242番地         〃 

  〃   眞鍋 敬三   高松市香川町川東下1426番地         〃 

  〃   向井 知英   高松市香川町川東上2202番地２        〃 

  〃   赤松 豊嗣   高松市香川町川東上545番地１        〃 

  〃   土居 博    高松市香川町川東上995番地１        〃 

  〃   土居 昭敏   高松市香川町川東上981番地１        〃 

  〃   楠  敏幸   高松市香川町川東上1172番地１        〃 

  〃   中妻 富男   高松市香川町川東上717番地         〃 

  〃   赤松 貞廣   高松市香川町川内原730番地１        〃 

  〃   三好 義夫   高松市香川町川内原1393番地         〃 

  〃   岡  孝年   高松市香川町安原下第３号1745番地      〃 
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  〃   松浦 宏二   高松市香川町安原下第１号17 1番地      〃 

  〃   馬場 彰文   高松市香川町東谷60番地           〃 

  〃   松浦 秀明   高松市香川町東谷84 6番地          〃 

  〃   井上 真理子  高松市香川町川東上74 3番地         〃 

  〃   多田 徳恵   高松市香川町川東上1708番地10        〃 

監 事 井口 貞夫   高松市香川町川東上1444番地２        〃 

  〃   小比賀 昭仁  高松市香川町川内原37 7番地１        〃 

  〃   谷井 浩    高松市亀田町39 3番地４           〃 


